
        日 薬 発 第 67 号 

令和７年５月 27 日 

   

    

 
都道府県薬剤師会会長 殿 

                                             
 日 本 薬 剤 師 会 

                                                    会 長  岩 月 進 
（ 会 長 印 省 略 ） 

 
公益社団法人日本薬剤師会 第 106 回定時総会の開催について 

 
公益社団法人日本薬剤師会第 106 回定時総会を、下記により開催しますので、お知

らせいたします。別添の通り、各代議員宛に招集通知及び資料を発送いたしましたので、

併せてご報告いたします。 
 

 
記 

 
 
 

第 106 回定時総会 
日 時：令和７年６月 28 日（土） １０：３０～１８：００ 

令和７年６月 29 日（日） ９：３０～１２：００ 
場 所：【１日目】【２日目】ホテルイースト 21 東京［１階］｢イースト 21 ホール｣ 
住 所：東京都江東区東陽６－３－３  （案内図参照） 

  電 話：０３（５６８３）５６８３（代表） 
  議 題：別紙議案書のとおり 
 

※本会では５月１日から１０月３１日までの期間、クールビズを実施しておりますので、

総会当日は軽装でのご出席をお願い申し上げます。 
 
 
 
 
 
  

 

以上 

資料２
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第１０６回定時総会 議事進行予定表（案） 

令和７年６月２８日（土）～２９日（日） 

（第１日） 
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15：45 
 

16：00 
 

 

 

18：00 
 

 

 

 

 
 

09：30 
 

 

 

11：30 
 

 

 

 

 

12：00 

司会：日髙理事 

開会の辞                             川上副会長 

議長登壇挨拶 

点呼・宣告・議事録署名人指名 

議事運営委員長日程説明               伊藤議事運営委員会委員長 

薬剤師綱領唱和                         川名常務理事 

会長演述 

報告第１号 令和６年度会務並びに事業報告の件          上野専務理事 

議案第１号 令和６年度決算承認の件                白滝務理事 

      （決算委員長報告） 

      （監事 会務・事業及び会計監査報告）           町野監事 

議案第２号 公益社団法人日本薬剤師会会長候補者、副会長候補者 

      及び監事選挙規程一部改正の件             原口副会長 

議案第３号 公益社団法人日本薬剤師会役員報酬等規程一部改正の件  原口副会長 

議案第４号 令和８年度会費額の件                 上野専務理事 

 

重要事項の経過報告（仮）（令和７年４月以降について報告）     上野専務理事 
①薬剤師・薬局を巡る議論、②薬価改定・診療報酬改定、③政府方針等の動向、④医薬
品提供体制への取組み、⑤薬局ＤＸへの取組み、⑥要指導・一般用医薬品等、⑦薬剤師・
薬局関連事項、⑧予算・税制改正等、⑨薬剤師の生涯学習支援、⑩その他 

昼 食 [議事運営委員会] 

ブロック代表質問・１人 20 分（質問・再質問、答弁時間含） 

10 分 １鈴、15分 ２鈴、18 分 ３鈴、20 分 連打 

① 中国 ②大阪 ③近畿 ④九州 ⑤四国 ⑥北海道 

休 憩（15 分） 

ブロック代表質問続き・１人 20 分（質問・再質問、答弁時間含）（順番は仮） 

⑦関東 ⑧東京 ⑨東北 ⑩東海 ⑪北陸信越 

（第２日） 

一般質問・１人６分以内（質問・再質問、答弁時間含、関連質問(５分以内)可） 

４分 １鈴、５分 ２鈴、６分 連打 

採 決 

閉会の辞                              森副会長 

 

注）一般質問は１ブロック１名とし、質問要旨は所属ブロック議事運営委員を通じて、第１日散会時  

までに議長へご提出下さい(質問項目は１項目厳守)。また、決議文採択等の動議提出も原則とし

て同様にご提出下さい。なお、修正動議については公益社団法人日本薬剤師会総会運営規則第 34

条の規定により、「第 31 条の報告、又は討論終結の宣告が終わったときは、代議員は修正の動議

を提出することができる。」とされています。 

散 会  
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